
吻
江
戸
開
府
か
ら
幕
末
ま
で
、
刀
剣
使
用
の
実
像

幕
末
、
ク
テ
ロ
の
時
代
ク
到
来
で

刀
は
初
め
て
主
役
に
な
っ
た

薩摩藩・島津久光の大名行列に乱入した騎馬の英国人を“切捨御免"にした生麦事件は、幕末の無礼討ちの代表例でもあった(浮世絵 r生

麦之発殺」横浜市立中央図書館蔵)。

文
Ａ
７
藤
墜

二
薫
共
刀
剣
史
研
究
家
）

テ
レ
ビ
ド
ラ
マ
や
時
代
も
の
の
映
画
で
は
、
双
方
が
刀
を
抜
く
乱
闘
場
面
や
、

馬
上
で
刀
を
抜
い
た
武
将
が
、
先
頭
で
突
撃
す
る
場
面
が
し
ば
し
ば
登
場
す
る
。

実
は
江
戸
時
代
、
刀
は
武
士
階
級
を
象
徴
す
る
役
割
が
強
く
な

っ
て
い
き
、

こ
う
し
た
ク斬
り
合
い
ク
は
ほ
と
ん
ど
行
わ
れ
な
か
っ
た
と
い
う
。

ド
ラ
マ
が
史
実
で
な
い
こ
と
は
承
知
の
こ
と
と
思
う
が
、
な
ら
ば
、

江
戸
時
代
の
刀
剣
使
用
の
実
態
と
は
い
か
な
る
も
の
だ

っ
た
の
か
。

接
近
戦
で
相
手
の
首
級
を

得
る
た
め
に
使
わ
れ
た
刀

江
戸
時
代
に
お
け
る
日
本
刀
の
使
用
実

態
を
考
察
す
る
前
に
、
そ
れ
以
前
、
戦
乱
の

時
代
に
お
い
て
、
刀
が
ど
の
よ
う
に
使
用

さ
れ
て
い
た
の
か
を
見
て
み
よ
う
。

戦
国
時
代
の
集
団
戦
の
事
例
だ
が
、
天

文
２‐
（１
５
５
２
）年
に
毛
利
軍
が
備
後
滝

山
城
を
攻
撃
し
た
時
の
元
就
・隆
元
連
署

に
よ
る
軍
忠
状
∩
参
陣
Ｌ
軍
功
」
を
主
君

に
認
め
て
も
ら
う
書
状
）
を
も
と
に
、
戦
傷

者
の
記
録
を
解
析
す
る
と
、
失
傷
６‐
％
、
槍

傷
１９
％
、
礫
傷
１７
％
、
刀
剣
傷
３
％
と
い
う

状
況
で
あ

っ
た
。
刀
剣
類
で
傷
を
負

っ
た

者
は
ご
く
わ
す
か
だ

っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

さ
ら
に
、
鉄
砲
が
広
ま

っ
た
慶
長
５
（１

６
０
０
）年
、
毛
利

一
門
の
吉
川
広
家
が
伊

勢
津
城
を
攻
撃
し
た
時
の
軍
忠
状
で
は
、

鉄
砲
傷
が
５５
％
、
槍
傷
が
３‐
％
、
矢
傷
が

‐４
％
で
、
刀
剣
傷
は
１
％
も
満
た
な
い
状

況
だ
っ
た
。

す
な
わ
ち
集
団
戦
に
お
い
て
は
、
武
器

と
し
て
の
刀
剣
が
登
場
す
る
こ
と
は
ほ
と

ん
ど
な
か
っ
た
と
い
え
る
。
命
の
や
り
と

り
の
場
で
は
、
で
き
る
だ
け
離
れ
て
戦
い

た
い
の
が
人
間
の
心
理
な
の
だ
。
当
然
、
大

将
が
刀
を
抜
い
て
先
頭
で
突

っ
込
む
こ
と

は
あ
り
え
な
い
。
先
に
示
し
た
デ
ー
タ
は

攻
城
戦
の
も
の
だ
が
、
野
戦
に
お
い
て
も

状
況
は
大
差
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
刀
剣

類
は
接
近
戦
に
な
っ
た
と
き
の
武
器
で
あ

り
、
ま
た
武
功
の
証
と
し
て
敵
の
首
を
得

る
た
め
に
使
わ
れ
た
の
で
あ
る
。
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討う

ち
は
武
士
の
ク

特
権
//

で
は
な
く

武
士
の
ク義
務
ク
で
あ

っ
た

無
神
討ぅ
ち
を
ク見
ぬ
ふ
リ
クで

回
避
し
て
い
た
江
戸
の
武
士

改
め
て
江
戸
時
代
の
刀
剣
使
用
の
実
態

に
つ
い
て
考
え
て
み
よ
う
。

″平
和
な
時
代
″
と
い
っ
て
も
、
江
戸
時
代

も
現
代
と
同
様
に
殺
人
・傷
害
事
件
は
起

き
て
い
る
。
江
戸
時
代
特
有

の
仇
討
ち
、

上
意
討
ち
は
数
少
な
い
事
例
で
あ
る
。
ま

た
江
戸
時
代
前
期
に
は
辻
斬
り
の
出
現
が

蘇 は 国人が見だ 鉢 刀事ぽ
〇

刀を、本来の武器ではなく、武士階級という身分の象徴とし

て大切する江戸時代の武士の姿は、来日した外国人にとつて

も極めて興味深いものとして映つたようだ(伊藤三平著『江戸

の日本刀』より)。

「・……刀は細心の注意と最大の畏怖をもって取り扱われ、父

から息子へと受け継がれ、緊要なとき以外には決して鞘から

抜かれることもなく、しばしば誉れ高い名がつけられている」

(E・ スエンソン『江戸幕末滞在記』より)。

本文で触れたように、武士には無礼討ちが認められていた

ものの、それに伴い状況証拠の証明などで難 しい局面を迫ら

れることになつた。そのため、できるだけ刀を抜かずに済ませ

ることを善 しとする風潮もあつた。

r日 本という国は、あらゆる文明国の中でも、武器を持つ習慣

が最も広まつている国であるので、その危険な習慣の不都合

を出来るかぎり避けるために、厳 しい規貝Jを 採用せざるを得

なかつた。正当防衛以外の場合でなければ、路上で何人も刀を

抜けば、決まつて、この上なく重い罪に問われるのである……」

(ル ドルフ・リンダウ『スイス領事の見た幕末日本』より)

こう綴ったリンダウが、スイス通商使節派遣隊隊長として

来日したのは姜哉6(1859)年 。姜裁の失嶽、そして穣由門外の

変が起きる直前のこと。この後に続く“テロの時代"を、リン

ダウはどのように見ていたのだろうか。

大
き
な
社
会
問
題
と
な

っ
て
い
た
が
、
刀

を
持

っ
た
者
同
士
の
戦
い
は
稀
で
あ
っ
た
。

江
戸
時
代
、
武
士
は
庶
民
か
ら
畏
敬
さ

れ
る
存
在
で
あ
っ
た
。
た
と
え
ば
百
姓
、
町

人
は
盗
ん
だ
金
額
で
罪
の
重
さ
が
異
な

っ

た
が
、
武
士
は
盗
ん
だ
金
額
の
多
寡
に
か

か
わ
ら
ず
死
罪
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
厳

し
い
倫
理
に
よ
っ
て
被
支
配
身
分
の
者
か

ら
畏
怖
と
尊
敬
を
受
け
て
い
た
わ
け
で
あ

る
。
一
人
が
武
士
に
ふ
さ
わ
し
く
な
い
行

動
を
取
る
と
、
武
士
階
級
全
体
の
威
信
を

損
な
う
こ
と
に
な
り
、
自
己
の
属
す
る
藩

社
会
か
ら
も
排
除
さ
れ
る
。
こ
う
し
て
武

士
の
″世
間
ク
が
成
立
し
て
い
た
。

百
姓
、
町
人
が
武
士
に
無
礼
を
働
い
た

時
は
、
俗
に
で

，
″坊
擦
御ご
知
気
無
相
計
ち

が
認
め
ら
れ
て
い
た
が
、
そ
の

一
方
で
無

礼
を
見
過
ご
す
と
、
そ
れ
は
武
士
と
し
て

の
恥
辱
と
な

っ
た
。
無
礼
討
ち
は
武
士
の

特
権
と
い
う
よ
り
、
武
士
の
義
務
で
も
あ

っ
た
わ
け
で
あ
る
。

た
だ
し
無
礼
討
ち
を
江
戸
で
行

っ
た
場

合
は
、
町
奉
行
所
（旗
本
は
日
付
）
に
届
け
、

現
場
で
は
畦
名な
霊
な
ど
に
自じ
射
部
（市
中

に
設
け
ら
れ
た
番
所
）
で
事
情
を
聞
か
れ
る
。

間
違
い
が
な
け
れ
ば
お
咎
め
は
無
し
だ
が
、

第
三
者
に
よ
っ
て
証
明
さ
れ
な
い
場
合
は
、

武
士
の
ク
世
間
″
で
は
切
腹
が
選
択
肢
と
な

る
。
そ
こ
で
、
た
と
え
無
礼
な
振
る
舞
い
を

受
け
た
際
に
も
、
刀
は
で
き
る
だ
け
抜
か

な
い
で
済
ま
せ
る
知
恵
（例
え
ば
「見
て
見

ぬ
ふ
り
を
す
る
Ｌ
戦

っ
た
ふ
り
を
し
て
、
相

手
が
逃
げ
た
と
主
張
す
る
」
な
ど
）
が
発
達

し
た
の
で
あ
る
。

治
安
の
悪
化
と

剣
術
の
流
行

義
僻
年
間
（１
７
１
６
～
３
６
年
）
以
降

に
な
る
と
治
安
が
悪
化
し
て
い
く
。
要
因

と
さ
れ
る
の
が
、
享
保
の
改
革
の
一
環
と

し
て
採
用
さ
れ
た
年
貢
増
徴
策
と
広
い
地

域
に
よ
る
飢
饉
の
発
生
で
あ
る
。
各
種
の

年
貢
増
徴
策
の
結
果
と
し
て
、
幕
府
の
年

貢
高
は
馨
鸞
７
（１
７
２
２
）年
の
１
４
０

万
石
か
ら
延
享
元
（１
７
４
４
）年
の
１
８

０
万
石
に
増
加
し
た
。
農
民
に
と

っ
て
は

酷
税
で
あ
る
。
そ
こ
に
享
保
の
飢
饉
、
天
明
．

の
大
訃
瞥
、薄
備
の
大
訃
餞
と
被
害
が
続
一

い
■
＾
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
●

同
じ
頃
、
養
蚕
が
盛
ん
に
な

っ
た
関
東

で
は
女
性
の
働
き
の
役
割
が
高
ま

っ
た
分
、

男
性
の
遊
び
人
が
増
え
て
無
宿
人
と
な
っ

て
博
打
も
横
行
し
た
。
し
か
し
関
東
に
は
、

天
領
（幕
府
直
轄
地
）
や
私
領
（大
名
・旗
本

の
領
地
）
が
散
在
し
て
い
て
広
域
的
な
警

察
活
動
が
難
し
か
っ
た
。
そ
こ
で
文
化
２

（
１
８
０
５
）
年
、
幕
府
は
関
八
州
（相
模
・

武
蔵
。安
房
。上
総
・下
総
・常
陸
。上
野
・下

』
の
８
カ
国
）恥
続
出で
徴
を
新
設
し
、
徐
々

に
増
員
を
は
か
り
村
役
人
と
と
も
に
治
安

江戸の"武士と刀"事情
の
　
た
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十二派に分かれ、その合計。武蔵が87人と多い。

武蔵が50人、ド総が22人、下野が18人と多い。

武蔵が46人、相模が15入。

武蔵が50人と多い。

武蔵が20人、上野がlo人。

下総9人、諸藩が6人。

十総9人、武歳、二絡が6人ずつ。

相模が8人。

L野が9人。

国不明が12入。

L総が7人。

武蔵が8人。

上総のみ。

上野が3人。

武蔵だけ。

ヽ

41■.|
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合の解禁とともに、江戸では剣術が発展し、最盛期には700もの流派が乱立したとぃう。
進画「キた昌萄裏 武術

=覧
」(国立国会図書館蔵)。

『武術英名録』に掲載されている剣士数 (蘭入獅に所在の剣士)

-1-― ―

２３

３

３

４

‐５‐

‐２６

６４

６３

３２

２８ロ

ロ

ロ

ー

柳剛流

Jヒ 辰一刀流

天然理心流

神道無念流

甲源一刀流

小野派一刀流

一刀流

直心影流

懸流編選)

婆芯萌魯流

學芯11カ流

神式上方流

音士芯流

豊稀荒未流

奥出懲流

27

26

17

13

12

12

9

5

4

128

120

61

57

32

22

23

16

14

1

11

10

9

3

4

0

3

靱 塗』磁意:麓墾雛t塊ぶ∫
爆

3

6

２
（１
６
８
２
）年
に
他
流
試
合
禁
止
を
発

令
す
る
と
、
神
格
化
さ
れ
た
流
祖
の
業
を

秘
密
主
義
で
守
る
だ
け
と
停
滞
し
た
。
そ

一

の
後
、
正
徳
年
間
（１
７
１
１
～
１
６
年
）
、

宝
暦
年
間
（１
７
５
１
～
６
４
年
）
に
面
、
籠

手
、
胴
な
ど
の
防
具
が
開
発
さ
れ
て
竹
刀

稽
占
が
広
ま
り
、
天
保
７
（
１
８
３
６
）
年

の
維
持
に
努
め
た
。

こ
う
し
た
時
世
も
相
侯

っ
て
、
関
東

で

軍
、
大
名
も
修
練
す
る
な
ど
盛
ん
に
な

っ
　
・

て
い
た
が
、
徳
川
５
代
将
軍
綱
吉
が
天
和

一

は
農
民
、
町
人
の
間
で
剣
術
が
流
行
す
る
。

ち
な
み
に
剣
術
は
江
戸
時
代
前
期
に
は
将

射

「
轟
罰
尉

＼
＼

流派名 ,lL数 諸藩 関八州 不明 関八州における国別の内訳

伊藤三平著『江戸の日本刀』より(原典は平川新著『日本の歴史十二江戸時代十九世紀開国への道』)。
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江戸の"武士と刀"事情

中央に見える外国人の前後を、警護役の武士が囲む。場

所は英国公使館があった東京・高輪東禅寺か。撮影はイタ

リア人写真家のF・ ベアト(長 崎大学附属図書館所蔵、写

真/共同通信イメージズ)。

に
他
流
試
合
の
禁
が
解
禁
さ
れ
る
と
広
く

流
行
す
る
よ
う
に
な

っ
た
。

試
合
で
実
力
差
が
明
確

に
な
る
と
、
ス

ポ
ー
ツ
選
手
に
世
襲
や
身
分
が
関
係
な
い

よ
う
に
、
実
力
優
先
と
な
り
、
下
層
武
士
、

農
民
、
町
人
に
も
歓
迎
さ
れ
る
よ
う
に
な

っ
・た
ヽ

万
延
元
（１
８
６
０
）年
に
出
版
さ
れ
た

『武
術
英
名
録
』
に
関
八
州
の
剣
士
が
網
羅

さ
れ
て
い
る
が
、
剣
術
家
６
３
２
人
の
身

分
内
訳
は
藩
±
３９
人
で
残
り
５
９
３
人
の

多
く
は
百
姓
身
分
で
あ

っ
た
。
同
書
に
所

載
の
剣
士
は
い
ず
れ
も
腕
の
立
つ
道
場
主

で
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
が
多
く
の
門
人
を
抱

え
て
い
た
。

し
か
し
幕
府
は
、

，
もう
し
た
農
村
の
剣

術
流
行
に
対
し
て
文
化
２
（１
８
０
５
）
年

に
禁
令
を
出
し
、
江
戸
町
人
に
も
天
保
１４

（１
８
４
３
）年
に
武
術
稽
古
禁
止
令
を
出

し
て
い
る
。
一言
い
換
え
れ
ば
、
そ
れ
ほ
ど
庶

民
の
あ
い
だ
で
剣
術
が
流
行
し
て
い
た
の

で
あ
る
。
霧
避
経
の
前
身
で
あ
る
溝
士し経

で
も
、
そ
の
素
性
が
確
認
で
き
る
２
２
０

名
の
中
で
は
、
武
士
身
分
は
７８
人
（約
３５

％
）
に
過
ぎ
な
か
っ
た
。

テ
ロ
リ
ズ
ム
横
行
の
時
代

武
器
と
し
て
刀
が
主
役
に

剣
術
の
流
行
は
、
あ
く
ま
で
竹
刀
稽
古

を
背
景
と
し
た
も
の
で
、
刀
剣
が
使
用
さ

れ
る
事
態
は
な
か
っ
た
。
し
か
し
そ
の
刀

が
、
一
躍
主
役
と
な
っ
た
の
が
、
幕
末
の
テ

ロ
リ
ズ
ム
の
時
代
で
あ

っ
た
。

究
嚇
７
（１
８
６
０
）年
、車
ョ
難
夷．、派

へ
の
弾
圧
を
推
し
進
め
て
い
た
大
老
・井

伊
藤
酪
が
、江
戸
城
・撻
訃
障
館
で
暗
殺
さ

れ
た
（桜
田
門
外
の
変
）。
そ
の
後
、「安
政

の
大
獄
」
と
呼
ば
れ
る
弾
圧
運
動
に
協
力

し
た
者

へ
の
復
讐
が
頻
発
す
る
。
尊
王
攘

夷
と
い
う
大
義
の
た
め
に
反
対
者
を
殺
害

す
る
こ
と
を
天
の
意
思
（天
誅
）
と
正
当
化

し
た
。
政
治
的
主
張
を
暴
力
で
成
し
遂
げ

よ
う
と
す
る
テ
ロ
リ
ズ
ム
で
あ
る
。

文
久
２
（１
８
６
２
）年
だ
け
で
京
都
で

６０
名
以
上
が
暗
殺
さ
れ
た
と
伝
わ
る
。
暗

殺
の
武
器
に
刀
は
適
し
て
い
た
。
火
縄
式

で
な
い
短
銃
は
輸
入
品
で
非
常
に
高
価
、

一
方
、
刀
は
浪
士
が
差
し
て
も
咎
め
は
無

く
、
誰
が
テ
ロ
リ
ス
ト
か
わ
か
ら
な
い
。
各

藩
内
部
で
も
尊
王
派
と
佐
幕
派
の
争
い
で

暗
殺
（粛
清
）事
件
が
多
発
す
る
。

攘
夷
は
外
国
人
の
殺
害
も
正
当
化
す
る
。

安
政
６
（１
８
５
９
）
年
の
ロ
シ
ア
使
節

一

行
中
二
人
の
殺
害
を
契
機
に
、
殺
害
事
件

が
相
次
ぐ
。
こ
の
状
況
に
対
し
て
万
延
２

（１
８
６
１
）年
に
外
国
人
警
護
の
た
め
の

外
国
御
用
出
役
が
設
置
さ
れ
て
、
剣
技
に

優
れ
た
部
屋
住
の
幕
臣
が
選
抜
さ
れ
る
。

外
国
公
館
警
備
に
も
配
さ
れ
て
、
慶
応
２

（１
８
６
６
）年
に
な
る
と
１
５
０
０
人
に

ま
で
増
員
さ
れ
て
い
る
。

議
韓
鵜
構
寺し
の
英
国
公
使
館
が
水み
戸と
溝

士
な
ど
９
名
に
襲
撃
さ
れ
、
英
人
２
名
が

負
傷
し
た
時
は
、
護
衛
の
武
士
が
死
傷
す

る
勇
敢
な
防
戦
が
評
価
さ
れ
、
事
件
の
解

明
治
以
降
の
尊
王
派
の
天
下
で
は
、
新

選
組
が
有
為
な
志
士
を
斬

っ
た
テ
ロ
リ
ス
．

卜
と
言
う
逆
の
イ
メ
ー
ジ
が
作
ら
れ
る
が
い

実
際
彼
ら
は
テ
ロ
取
締
側
で
あ

っ
た
。

テ
ロ
横
行
の
時
代
で
も
新
選
組
は
不
審

者
を
闇
雲
に
斬
る
の
で
は
な
く
、
藩
と
姓

名
を
誰
何
し
、
屯
所

へ
の
同
行
を
拒
否
さ

れ
た
ら
斬
る
の
が
原
則
で
あ

っ
た
。
剣
戟

（刀
で
の
斬
り
合
い
）
に
及
ぶ
時
は
鎖
帷
子
い

鉢
金
等
の
防
具
を
着
込
み
多
数
で
取
り
囲

ん
で
対
処
し
た
の
が
実
態
で
あ
る
。

新
選
組
が
活
躍
し
た
の
は
文
久
２
（１
８

６
２
）年
か
ら
慶
応
元
（１
８
６
５
）年
の
た

っ
た
４
年
間
。
こ
の
僅
か
な
期
間
が
″
チ
ャ

ン
バ
ラ
の
時
代
ク
で
あ
る
。

第
２
次
長
州
征
伐
（慶
応
元
〈１
８
６
５
〉

年
）
や
鳥
羽
伏
見
の
戦
い
（慶
応
４
〈１
８
６

８
〉年
）
の
よ
う
な
集
団
戦
の
時
代
に
な
る

と
、
刀
が
主
役
と
な

っ
た
時
代
は
終
焉
を

迎
え
る
。
参
戦
し
た
土
方
歳
三
は
「武
器

は
銃
で
な
け
れ
ば
だ
め
だ
。
自
分
は
剣
と

槍
を
も

っ
た
が

一
度
も
使
う
機
会
は
無
か

っ
た
」
と
述
べ
る
に
至

っ
た
の
で
あ
る
。

い
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新え刀
に
よ
る
テ
ロ
に
対
抗
す
る
た
め
の
組
織
が

ぜ
ん

ぐ
み

ぐ
み

ま

わ
り

し
ん
　
　
ち
ょ
う
　
　
ぐ
み

選
組
や
見
廻
組
、
新
徴
組
だ
っ
た
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